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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
東
京
電
力
原
子
力
事
故
後
に
行
わ
れ
て
い
る
甲
状
腺
検
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
は
、
福
島
県
に
対
し
、
原
子
力
被
災
者
等
に
対
す
る
長
期
及
び
短
期
の
健
康
管
理
・
調
査
事
業
を
行
う
た
め
の
福
島

県
民
健
康
管
理
基
金
を
造
成
す
る
た
め
の
交
付
金
を
支
出
し
て
お
り
、
同
県
は
、
同
基
金
を
用
い
た
県
民
健
康
調
査
（
平
成

二
十
五
年
度
以
前
は
県
民
健
康
管
理
調
査
。
以
下
同
じ
。
）
の
一
部
と
し
て
、
東
京
電
力
株
式
会
社
の
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
の
事
故
（
以
下
「
事
故
」
と
い
う
。
）
の
発
生
時
に
概
ね
十
八
歳
以
下
で
あ
っ
た
住
民
等
に
対
し
て
、
甲
状
腺
検
査
を

実
施
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

福
島
県
「
県
民
健
康
調
査
」
検
討
委
員
会
（
平
成
二
十
五
年
度
以
前
は
福
島
県
「
県
民
健
康
管
理
調
査
」
検
討
委
員
会
。

以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
県
民
健
康
調
査
に
関
し
、
専
門
的
な
見
地
か
ら
広
く
助
言
を
得
る
た
め
に
設
置
さ
れ
て

い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
環
境
省
大
臣
官
房
環
境
保
健
部
長
（
平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日
以
前
は
環
境
省
総
合
環
境

政
策
局
環
境
保
健
部
長
）
は
、
県
民
健
康
調
査
の
実
施
方
法
等
の
検
討
に
関
す
る
こ
と
、
県
民
健
康
調
査
の
進
捗
管
理
及
び

一



評
価
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
県
民
健
康
調
査
の
実
施
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
に
関
し
、
そ
の
知
見
の
範
囲
内
で
必
要

に
応
じ
助
言
を
行
う
た
め
に
、
平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
第
八
回
の
委
員
会
か
ら
委
員
会
の
委
員
と
な
っ

て
い
る
。

三
に
つ
い
て

福
島
県
が
造
成
し
た
福
島
県
民
健
康
管
理
基
金
に
対
し
て
、
政
府
か
ら
放
射
線
量
低
減
対
策
特
別
緊
急
事
業
費
補
助
金
交

付
要
綱
（
平
成
二
十
三
年
九
月
一
日
付
け
府
政
防
第
八
百
八
十
七
号
）
又
は
原
子
力
被
災
者
健
康
確
保
・
管
理
関
連
交
付
金

交
付
規
則
（
平
成
二
十
三
年
九
月
二
日
付
け
平
成
二
三
・
〇
八
・
二
六
財
資
第
五
号
）
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
九
百
六
十
一

億
六
千
四
百
四
十
万
千
円
が
交
付
さ
れ
、
東
京
電
力
株
式
会
社
（
当
時
）
か
ら
二
百
五
十
億
円
が
拠
出
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
、
福
島
県
知
事
か
ら
環
境
大
臣
等
に
提
出
さ
れ
た
原
子
力
被
災
者
健
康
確
保
・
管
理
関
連
交
付
金
に
係
る
基
金
事
業
実
施

状
況
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
同
基
金
か
ら
支
出
さ
れ
た
金
額
の
う
ち
、
甲
状
腺
検
査
の
実
施
を
含
む
県
民
健
康
調
査
事
業
（
平

成
二
十
五
年
度
以
前
は
県
民
健
康
管
理
事
業
）
に
対
し
支
出
さ
れ
た
金
額
は
、
平
成
二
十
三
年
度
は
二
十
七
億
二
千
五
百
四

十
五
万
六
千
九
十
六
円
、
平
成
二
十
四
年
度
は
三
十
五
億
千
七
百
九
十
四
万
八
千
七
百
八
十
五
円
、
平
成
二
十
五
年
度
は
二

十
八
億
八
千
九
百
九
万
五
千
九
百
五
十
五
円
、
平
成
二
十
六
年
度
は
三
十
二
億
二
千
三
百
二
十
一
万
六
千
三
百
二
十
七
円
、

二



平
成
二
十
七
年
度
は
三
十
三
億
五
百
三
十
二
万
七
千
五
百
四
十
九
円
、
平
成
二
十
八
年
度
は
三
十
四
億
五
千
三
百
七
十
八
万

六
千
七
百
三
十
八
円
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
甲
状
腺
検
査
に
対
し
支
出
さ
れ
た
金
額
及
び
お
尋
ね

の
「
福
島
県
か
ら
福
島
県
立
医
科
大
学
へ
の
検
査
委
託
の
総
額
」
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

「
県
民
健
康
調
査
に
お
け
る
中
間
取
り
ま
と
め
を
踏
ま
え
た
県
の
対
応
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

第
二
十
五
回
福
島
県
「
県
民
健
康
調
査
」
検
討
委
員
会
資
料
六
）
に
よ
れ
ば
、
福
島
県
は
、
「
県
外
へ
の
転
出
等
が
増
加
す

る
年
代
に
対
す
る
受
診
案
内
の
確
実
な
送
付
を
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
委
員
会
の
指
摘
へ
の
対
応
と
し
て
、
「
就
職
・

進
学
な
ど
に
よ
り
親
元
を
離
れ
る
高
等
学
校
卒
業
予
定
者
等
に
対
し
て
、
検
査
の
目
的
、
意
義
等
に
つ
い
て
理
解
し
て
も
ら

う
た
め
、
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
住
所
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
県
民
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
に
ご
連
絡
し
て
い
た
だ
く
よ

う
「
甲
状
腺
通
信
」
に
ハ
ガ
キ
を
同
封
し
て
い
る
ほ
か
、
電
話
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
入
力
に
よ
り
手
続
が
行
え
る

よ
う
に
し
て
い
る
。
検
査
案
内
が
返
戻
さ
れ
た
場
合
は
、
住
所
移
転
状
況
を
確
認
し
、
対
象
者
へ
案
内
が
確
実
に
届
く
よ
う

努
め
て
い
る
」
と
承
知
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
同
県
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
支
援
を
行
っ
て
い
く
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

三



事
故
に
係
る
住
民
の
健
康
調
査
の
実
施
に
係
る
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
医
学
等
の
専
門
家
の
意
見
を
十
分
に
尊
重

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
、
福
島
県
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
て
県
民
健
康
調
査
が

実
施
さ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
委
員
会
の
議
論
を
注
視
し
て
ま
い
り
た
い
。

四


